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事件番号 ：平成１６年（行ウ）第３８号

事件名 ：同和奨学金賠償命令等請求事件

裁判年月日 ：Ｈ２０．１．２９

裁判所名 ：京都地方裁判所

部 ：第３民事部

結果 ：一部認容，一部棄却

判示事項の要旨 ： 地方公共団体が過去に同和対策事業に基づき貸し付けた奨

学金について，その返還資金を一律に支給する補助金の支出

決定が一部違法とされた事例。

主 文

１ 被告は，別紙相手方目録記載１の者に対し，１８９８万３８５７円

並びに内金８１５万８１１１円に対する平成１６年４月１日から支払

済みまで年５分の割合による金員及び内金１０８２万５７４６円に対

する平成１７年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員

を請求せよ。

２ 被告は，別紙相手方目録記載２の者に対し，８１５万８１１１円及

びこれに対する平成１６年４月１日から支払済みまで年５分の割合に

よる金員の賠償の命令をせよ。

３ 原告のその余の請求を棄却する。

４ 訴訟費用はこれを被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

（主位的請求）

１ 被告は，別紙相手方目録記載１の者に対し，４億５７１１万６６７０円並

びに内金２億２１４１万３６６５円に対する平成１６年４月１日から支払済
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みまで年５分の割合による金員及び内金２億３５７０万３００５円に対する

平成１７年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を請求せよ。

２ 被告は，別紙相手方目録記載２の者に対し，２億２１４１万３６６５円及

びこれに対する平成１６年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金

員の賠償の命令をせよ。

（予備的請求）

１ 被告は，別紙相手方目録記載１の者に対し，１億６８９３万４２４３円及

び内金７７１９万２３０８円に対する平成１６年４月１日から支払済みまで

年５分の割合による金員並びに内金９１７４万１９３５円に対する平成１７

年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を請求せよ。

２ 被告は，別紙相手方目録記載２の者に対し，７７１９万２３０８円及びこ

れに対する平成１６年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員の

賠償の命令をせよ。

第２ 事案の概要等

１ 本件は，京都市の住民である原告が，京都市が行った平成１５年度分及び

平成１６年度分の自立促進援助金（以下 「本件援助金」という。また，自，

立促進援助金のことを「援助金」と略し，支出年度ごとに，平成１５年度分

については「平成１５年度援助金 ，平成１６年度分については「平成１６」

年度援助金」などともいう ）の支出が違法であり，これにより京都市が損。

害を被ったとして，被告に対して，両年度の支出決定時に京都市の市長の職

にあった者（別紙相手方目録記載１の者。以下「Ａ」という ）を相手方と。

して，地方自治法２４２条の２第１項４号に基づき，本件援助金支出額並び

に平成１５年度援助金支出額に対する京都市の支払日の翌日である平成１６

年４月１日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金及び平成１６年

度援助金支出額に対する支出決定日の翌日である平成１７年４月１日から支

払済みまで年５分の割合による遅延損害金について損害賠償を請求すること
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を求めるとともに，平成１５年度援助金の支出決定時に京都市の副市長の職

にあった者（別紙相手方目録記載２の者。以下「Ｂ」という ）を相手方と。

して，同号ただし書に基づき，平成１５年度援助金支出額及びそれに対する

京都市の支払日の翌日である平成１６年４月１日から支払済みまで年５分の

割合による遅延損害金について，地方自治法２４３条の２第１項に基づく損

害賠償命令をすることを求める事案である。

２ 基礎となる事実（争いのない事実並びに末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨

により認められる事実）

( ) 原告は，京都市の住民である。1

， ， 。( )ア Ａは 本件援助金に係る支出決定当時 京都市の市長の職にあった2

イ Ｂは，平成１５年度援助金に係る支出決定当時，京都市の副市長の職

にあった。

( ) 京都市は，全国に先駆けて，高等学校（以下「高校」という ）又は高3 。

等専門学校に在学する者（以下「高校生」という ）については昭和３６。

年度から，大学（短期大学を含む ）に在学する者（以下「大学生」とい。

う ）については昭和３８年度から，同和関係者の子弟を対象とした奨学。

金の給付制度を創設した。

( ) 国は，地域改善対策高等学校等進学奨励費補助金交付要綱を制定し，4

昭和４１年度から高校生について，昭和４９年度から大学生について，地

方公共団体が実施する奨学金の給付制度に対する国庫補助の制度 以下 高（ 「

等学校等進学奨励費補助事業」という ）を創設した。。

また，国においては，昭和４４年に，１０年間の時限法として「同和対

策事業特別措置法 （以下「同対法」という。甲３８）が制定され，全国」

的に本格的な同和事業が取り組まれることとなった。

同対法は３年間延長されたが，その後，同対法の枠組みを基本的に引き

継いだ「地域改善対策特別措置法 （以下「地対法」という。甲３９）が」



- 4 -

昭和５７年に５年間の時限法として制定された。

さらに，昭和６２年には，５年間の時限法として「地域改善対策特定事

（ 「 」 。業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 以下 地対財特法 という

甲１０）が制定された。地対財特法は，平成４年と平成９年にそれぞれ５

年間延長された後，平成１４年３月３１日をもって失効した。

これらの時限立法の制定に伴い，国庫補助の対象となる奨学金は，大学

生を対象とした奨学金については昭和５７年度以降，高校生を対象とした

奨学金については昭和６２年度以降，給付制度から貸与制度へと変更され

た。

国庫補助の対象となる貸与制奨学金については，その返還は２０年間を

超えない範囲内の分割払いによるものとされたが，経済的事情により奨学

金の返還が困難な者のために，５年ごとに所得審査をして奨学金の返還を

免除する措置を採ることが認められていた。

( ) 京都市は，同和関係者の子弟を対象とした奨学金制度を，随時，国庫5

補助の対象となる事業に改め，昭和５８年４月１日から，京都市地域改善

対策大学奨学金の貸与等に関する規則（甲１１ないし２１。当初は大学生

のみが対象であったが，昭和６３年２月には高校生にも対象が拡大され，

京都市地域改善対策奨学金等貸与規則に改正された。甲１３ ）を定め，。

同和関係者の子弟の就学を奨励するために，同和関係者の子弟に対して，

奨学金並びに入学時における通学用品及び学用品の購入のための資金であ

る通学用品等助成金を貸与し，入学金を給付してきた。また，京都市は，

平成１１年２月４日に，同規則を京都市地域改善対策奨学金貸与規則に改

め，奨学金の貸与のみをその事業対象とし，平成１４年度をもって，同規

則を廃止した（甲２０及び甲２２。以下，本項記載の規則の規定により貸

与された奨学金等について，単に「同和奨学金」という 。。）

( ) また，京都市は，昭和６３年度から，京都市の独自の制度として，京6
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都市地域改善対策就学奨励金等貸与要綱を定めて，京都市の同和地区に居

住する生徒，学生に対して，上記( )記載の規則に基づく奨学金等の所得5

基準を満たさない者にも，より緩やかな基準で，就学奨励金並びに入学時

における通学用品及び学用品の購入のための資金である就学奨励支度金を

。 ， ，貸与していた なお 就学奨励支度金の貸与は平成１１年度から廃止され

要綱も「京都市地域改善対策就学奨励金貸与要綱」との名称に変更された

（甲２３ないし甲２７。以下，本項記載の要綱の規定により貸与された就

学奨励金等について，単に「就学奨励金」といい，同和奨学金と就学奨励

金を合わせて「同和奨学金等」という 。。）

( ) 京都市は，昭和５９年３月２７日に，自立促進援助金支給要綱（以下7

「本件要綱」という ）を定め，同年４月１日から，本件要綱に基づき，。

同和奨学金又は就学奨励金の貸与を受けた者に対し，貸与終了後，同和奨

学金等の返還に係る援助金を支給する制度 自立促進援助金制度 以下 本（ 。 「

件制度」という ）を設けている。。

( ) 本件要綱は平成１６年３月１２日に改正され，同日施行されたが，同8

改正前の本件要綱（以下，特に「改正前要綱」ともいう ）には，次の趣。

旨の規定があった（甲１ 。）

ア 援助金は，同和奨学金等の借受者のうち，その属する世帯の所得，就

労等の生活実態から貸与を受けた同和奨学金等を返還することが困難で

あると市長が認めた者に対し支給する（２条１項 。）

イ 援助金の支給を受けようとする者は，援助金支給申請書を，市長が必

要と認める書類を添えて，市長に提出しなければならない（３条 。）

ウ 援助金は，援助金の支給を受ける者がその年度に返還すべき同和奨学

金等の額の範囲内において市長が定める（５条 。）

エ 援助金は年１回に限り支給する（６条 。）

オ 市長は，借受者が援助金の支給を辞退したとき又は同和奨学金等の返



- 6 -

還の債務を免除されたときは，援助金の支給を廃止する（６条の２ 。）

( ) 京都市は，改正前要綱２条１項に規定する「その属する世帯の所得，9

就労等の生活実態から貸与を受けた奨学金等を返還することが困難であ

る」場合を判定する基準について，本件制度の発足当時から具体的な基準

を設けていなかった。

また，本件制度においては，京都市が，同和奨学金等の借受者から，最

初に同和奨学金等を返還する年度（返還初年度）に援助金の支給申請を受

ける際，支給申請書の外に，２０年間の分割払いで同和奨学金等を返済す

る返還計画書及び請書の提出も受け，以降の年度は，京都市が借受者に代

わって支給申請手続を行い，支給された援助金を同和奨学金等の返済に充

てるという運用が行われていた（甲９，乙２３ 。）

そして，京都市は，同和奨学金の借受者からは，返還初年度において同

和奨学金の返還免除制度（返還初年度に免除となれば，その後５年間は同

和奨学金の返還が免除される ）の適用があるか否かの判定を行うため，。

所得証明願の提出を受けるなどして，その所得を把握していたが，援助金

の支給申請手続においては，援助金の支給申請者に対して所得証明や源泉

徴収票などの提出を求めて，支給対象者を決めることはせず，支給申請者

全員に対して援助金を支給していた（甲９ 。）

( ) 平成１６年３月１２日改正後の本件要綱（以下 「改正後要綱」とも10 ，

いう ）には，次の趣旨の規定がある（乙９ 。。 ）

ア 平成１６年４月１日以後に貸与される同和奨学金等の返還に係る援助

金は，借受者のうち，市長が別に定める基準により算定した所得（以下

「認定所得金額」という ）が改正後要綱で定める別表の基準額以下で。

ある者に対し，支給する（２条１項，平成１６年３月１２日付け附則２

条 。）

イ 平成１６年４月１日以後に貸与される同和奨学金等の返還に係る援助
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金の支給を受けようとする者は，援助金支給申請書に①申請者の世帯全

員の住民票，②申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所得を証す

る書類③その他市長が必要と認める書類を添えて，市長に提出しなけれ

ばならない（３条，平成１６年３月１２日付け附則２条 。）

ウ 平成１６年３月３１日以前に貸与された同和奨学金等の返還に係る援

助金については，すべての援助金申請者に対して支給する（平成１６年

３月１２日付け附則３条 。）

エ 平成１６年３月３１日以前に貸与された同和奨学金等の返還に係る援

助金の支給申請手続は，なお従前の例による。この場合，申請者に対す

る支給決定の通知は行わない（平成１６年３月１２日付け附則４条 。）

( ) Ｂは，平成１６年３月２５日，市長の代決者として，改正後要綱に基11

づき，平成１５年度援助金２億２１４１万３６６５円について支出決定を

し，同月３１日，これに基づく支出がされた（乙３４，３５ 。）

( ) Ｂは，平成１７年３月３１日，市長の代決者として，改正後要綱に基12

づき，平成１６年度援助金２億３５７０万３００５円について支出決定を

し，同年５月２０日，これに基づく支出がされた（乙３６，３７ 。）

( ) 原告は，京都市監査委員に対し，平成１６年６月１５日，本件援助金13

の支出が違法であると主張して，平成１５年度援助金についてその支給総

額を京都市に返還させるよう必要な措置を採ること及び平成１６年度援助

金についてその支出を差し止めることを求める趣旨の住民監査請求をした

（甲２ 。）

京都市監査委員は，原告に対し，上記住民監査請求を棄却する旨の同年

８月１１日付け監査結果を通知した（甲３ 。）

３ 争点及びこれに関する当事者の主張

( ) 争点１ 本件援助金の支出の違法性1

（原告の主張）
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ア 同和奨学金の根拠法令違反

(ア) 同和奨学金は，国庫補助の対象を貸与制度の奨学金とした地対財

特法等の法令を受けて，関係規則・要綱において，貸与制度であるこ

とが明確に規定されている。本件制度は，国庫補助の奨学金制度を前

， 。提としたものであるから 奨学金制度の関係規則・要綱に拘束される

(イ) しかるに，京都市は，昭和５７年以降平成１６年３月３１日以前

までの間に同和奨学金等を貸与された借受者から援助金の支給申請を

受ける際，所得，健康状態等に関する書類の提出を求めず，改正前要

綱２条１項所定の支給要件について具体的審査を一切しないまま，申

請者全員について，その属する世帯の所得や家庭状況にかかわりなく

一律に，同和奨学金等を返還することが困難であると認め，本件援助

金の支給を決定している。

これは，本件制度に基づく援助金の支出により，国庫補助を受ける

同和奨学金等の貸与に係る制度を実質的給付制として運用するもので

ある。

(ウ) このように，同和奨学金等につき，返還を全く受けずに実質的給

付制として運用することは，国の定めた法令に違反することになり，

かつ，違法に国から補助金の給付を受けていたことになるため違法で

ある。

イ 公益性を支える条件の欠如

援助金は，同和事業として，個人を対象に，補助金を支給するという

形で行われているところ，下記事情からすれば，本件援助金の支出に補

「 」（ ）助金の支出に必要とされる 公益上の必要性 地方自治法２３２の２

がないことは明らかである。

(ア) 同和事業の目的と手法について

そもそも同和事業とは，部落差別の一因である同和地区の劣悪な実
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態を改善することで，部落問題の解決を図るものであり，特定の地域

や人を対象に，期限を区切って一般施策を補完する形で行われる特別

施策である。したがって，もともと，同和地区内外の格差の是正とい

う同和事業の目標が達成されれば，速やかに一般施策へ移行させるこ

とが予定されているものである。

そして，補助金の支出に必要とされる公益上の必要性は，それが同

和事業として行われる場合，まさしく同和地区内外の格差是正のため

に必要性が認められるかという形で判断されることとなり，格差が是

正されてなお継続すれば 「公益上の必要性」が認められず，裁量権，

を逸脱することとなる。

また，同和事業は，同和地区に住んでいる人あるいは同和関係者を

対象として実施される（属地属人主義ともいう ）ため，同和事業を。

実施するためには，必ず，対象者の認定を行うこととなる。

そうすると，同和地区内外の格差が是正されてなお同和事業を継続

すれば，それは単に必要のないことにお金を使っているというレベル

で問題となるだけでなく，特定の人だけを優遇するという平等原則違

反を行政がおかすこととなり，さらに，解消された部落差別を行政が

再生復元するという重大な問題を引き起こすこととなる。

(イ) 同和事業見直しの経緯について

昭和５７年に制定された地対法は，国及び地方公共団体は地域改善

対策事業の推進に際して「対象地域とその周辺地域との一体性の確保

を図り，公正な運営に努めなければならない （２条２項）ことを規」

定し 「地域改善対策事業はもとより地方公共団体が独自に実施する，

関係施策についても，その事業の内容及び運営に関して十分に検討を

加え，その適正化及び効率化を図るとともに，広く住民一般のコンセ

」，「 ，ンサスを積極的に得るよう努めること 個人給付的事業については
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行政の主体性を確保しつつその運営の公平の確保を図るよう努めるこ

と （昭和５７年４月１日付総地第１号通知）の注意喚起がされた。」

すでにこの時点で，同和事業が同和地区内外の格差是正を目的とし，

必要以上に行うことの弊害が強調されていた。

また，昭和６１年１２月１１日，地域改善対策協議会は，地対財特

法の制定に先立って「今後における地域改善対策について」と題する

意見具申を行い，①現行事業は，可能な限り一般対策へ移行すること

を基本とすること，②既に事業目的を達成している事業や事業実施に

ついて一般的なニーズの乏しい事業は廃止すること，③一般対策と比

べ過度に優遇した内容となっている事業については，廃止するか是正

措置を講ずることにより，一般対策との均衡に十分配慮すること及び

， ， ，④個人給付的事業については 原則として廃止し 同和関係者の自立

向上に真に役立つものに限定すること。自立，向上に真に役立つもの

についても，段階的に一般対策へ移行できるよう検討すること等の観

点から，同和地区や同和関係者に対し講じてきた特別施策について基

本的な見直しを行うよう提言している（甲４０ 。）

さらに，平成７年に発表された平成５年度全国同和地区実態把握等

調査により，同和地区内外の格差が平成５年の時点ですでに著しく改

善され，地区内外の社会的交流も進み，同和地区に対する誤った認識

偏見も急速に薄らいできていることが明らかにされた（甲４１・総務

省関係資料( )，( ) 。3 4 ）

上記経緯を踏まえ，政府は，平成８年７月２６日 「同和問題の早，

期解決に向けた今後の方策について」と題する閣議決定をし，５年後

。 ，に同和行政を完全終結させるための具体的な手順を示した その中で

奨学金事業について，次のとおり述べられている。

「個人給付的事業のうち，特に利用度が高く，激変緩和的な措置を講
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ずる必要がある次の事業（ここに，高等学校等進学奨励費補助事業が

挙げられている ）については，５年間の経過的措置を講じて終了す。

ることとし，所要の法的措置を講ずる。なお，高等学校等進学奨励費

補助事業については，５年経過時に現に貸付を受けて在学している者

について，当該者が当該学校を卒業又は中退するまでの間，引き続き

所要の法的措置を講ずる。また，経済的理由による返還免除制度及び

貸付金額について他の奨学資金制度との整合性を考慮し，適正化を図

ることとする （甲４１・総務省関係資料( )）。」 7

このように，平成８年の時点で，貸与制の同和奨学金にして，平成

１４年３月末までに一般施策へ移行させなければならない旨が確認さ

れていたのである。

以上のとおり，昭和５７年に本件制度ができて以来，国では，同和

事業の終結と一般施策への移行について注意喚起が繰り返されてきて

いる。平成８年には，平成１４年３月末に同和事業を全面終結させる

ためのロードマップまで示されている。さらに，平成１２年以降，国

は同和事業終結についての説明会を繰り返している（甲４２，４３の

１・２ 。）

(ウ) 京都市の本件制度の特異な経緯について

ａ 同和地区内外の進学率格差の解消

本件制度は，高校進学率や大学進学率において，同和地区内外で

差が存在することを前提として，制度が創設され，運用されてきた

ものである。

しかし，同和地区内外における高校進学率については，同和奨学

金が給付制から貸与制に移行した頃には，同和事業先進地域であっ

た京都においては，既に格差是正が達成されていた。したがって，

本件制度は，導入当初から，公益上の必要性が認められなかったも
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のと考えられる。

また，被告は，大学進学率について，現在でも格差があると主張

する。しかし，被告のいう大学進学率の格差は，同和関係者につい

ては同和奨学金受給者を母集団とした低所得者層の進学率を用いて

いるのに対し，全市については奨学金を受給していない者も含むす

べての生徒の進学率を用いているものである。両者は性格を全く異

にしており比較対照することが適当ではない。大学進学率の格差に

ついては，そもそも裏付けを欠くものと言わざるを得ない。

ｂ 同和地区内外の経済格差の縮小

さらに，京都市は，同和施策が本格化して以降，同和地区住民を

積極的に市職員として採用してきたため，平成５年度の調査によれ

ば 同和地区の総有業者数の実に４１ ９％が公務員で占められ 甲， ． （

）， ．７ 平成１２年度での調査によれば同和地区の総有業者数の３４

５％が市関係職員である（甲４・３５頁 。）

そして，公務員が非常に多いため，同和地区の有業者個人の年収

は，５００万以上７００万未満に集中している。このように，同和

地区に居住する同和奨学金受給者の属する世帯のかなりの部分は，

世間的にもかなり高位で安定した収入を得ているものと考えられ

る。

ｃ 以上のとおり，本件制度を基礎づける社会的事実は存在せず，本

件制度ができた当初から，本件制度に基づく補助金の支出はすべて

公益上の必要性は認められない。

(エ) 京都市における見直しの懈怠

京都市においても，同和地区を対象とする実態調査が行われ，審議

会が本件制度を含めた同和行政についての見直しの必要性を指摘して

いた。
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京都市同和問題懇談会は，平成８年 「今後における京都市同和行，

（ ）」（ ， 「 」政の在り方について 意見具申 乙１８ 以下 平成８年意見具申

という ）において，京都市の同和事業について「これまでの取組の。

結果，一部に課題を残しながらも，地区の住環境や住民の生活実態が

かつてのおしなべて低位な状態から大きく改善をみている現状を踏ま

え，特別措置としての同和事業を終息させ一般施策へ移行することが

適当であり，これを取組の基本的な考え方とすべきである」との認識

を示している。さらに，同和奨学金等については 「高校，大学の奨，

学金については，受け皿となる日本育英奨学金制度などとのかい離が

大きいことや，大学進学率の格差などにみられるように，同和地区の

子どもたちの進路実態になお課題があることを踏まえると，直ちに一

般施策に移行することは難しいと考える。この場合にあっても，国の

動向なども踏まえ，一般施策への移行に向けて，具体的な考え方を示

す必要がある 「高校，大学奨学金など，当面は特別措置として継。」，

続を必要としているものにあっても，できるだけ速やかに特別措置と

しての同和対策事業を終結させていくよう努めるべきである 」と述。

べ，速やかな同和事業終結を目指すべきとの意見を述べている。

京都市は，平成１４年１月 「特別施策としての同和対策事業の終，

結とその後の取組 （乙１９，以下「平成１４年報告」という ）をま」 。

とめ，教育については 「児童，生徒の学力及び進路の実態は大きく，

改善され，高校進学率は全市とほぼ格差のない状況となっており，大

。」（ ） 。学進学率についても大きく向上しています ９頁 と判断している

以上のとおり，少なくとも平成１４年１月当時においては，京都市

においても実態調査の結果を踏まえて本件制度を見直す契機が存在し

た。

(オ) 上記(イ)記載のとおり，本件制度が開始された当初から，全国的
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に，同和地区住民を対象とした事業を一般施策に吸収させる方針がと

られており，上記(ウ)記載のとおり，本件制度においては，画一的か

つ一律の全面的な実質給付制度を維持すべき社会的，経済的基盤が失

われているのであるから，同和奨学金等を給付制度として維持するこ

とは公共団体の裁量の範囲を逸脱し違法であるというべきである。

京都市は，平成１６年３月，ようやく本件要綱を改定したが，この

要綱改定は，改定までに貸与が済んでいた奨学金については，一律無

審査支給を従前どおり続けるものであり，その条項自体が違法無効な

ものである。

そうすると，本件制度は，遅くとも本件で問題となっている平成１

５年度及び平成１６年度に至っては，制度自体に公益上の必要性が認

められず本件援助金の支出はその全額につき違法であり，仮にすべて

の支出が違法であるとまではいえない場合にも，少なくとも，経済的

に困窮しておらず自ら貸与制の奨学金の返還をすることができた者を

対象にされた援助金の支出に，公益上の必要性が認められないことは

明らかである。

(カ) なお，被告は，同和奨学金受給者の中には，自分が同和関係者で

あることを知らない者もおり，返還を請求することで不都合な事態を

引き起こすおそれがある，などと主張している。

しかし，同和奨学金は，少なくとも平成１１年までは，同和地区に

設置され同和行政を行う京都市の出先窓口が置かれていた隣保館にお

いて，同和奨学金受給者が出頭の上，交付を受ける運用がされていた

（甲４５の４）のであるから，同和奨学金受給者が，自分が同和関係

者であることを知らなかったなどの事態は，まず考えられない上，京

， ，都市が同和奨学金受給者に連絡をすることは 通常の行政事務であり

人権問題になどなり得ない。
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被告も，今後は，奨学金を受ける者に対しては，毎年収入資料の提

出を求める扱いをするというのであり，また，同和奨学金の免除の審

査においても５年毎に収入資料を提出させて審査するとの扱いがされ

ているのであって（甲９・３５頁 ，被告の主張は失当である。）

(キ) また，被告は，同和地区の生活状況の変化等から公益上の必要が

なくなったとしても，従前から実質給付制度であると説明を受けてい

た奨学金受給者の信頼保護も考慮して暫時制限していくことは行政庁

の裁量の範囲であると主張する。

しかし，①もともと同和奨学金の根拠となる国の法令は奨学金が貸

与制であることを明記していること（甲１０ ，②この法令を受けて）

京都市地域改善対策大学奨学金の貸与等に関する規則（平成１１年２

月４日に「京都市地域改善対策奨学金貸与規則」に題名変更。甲１１

ないし甲２０，甲２２）及び京都市地域改善対策就学奨励金貸与要綱

（甲２３ないし甲２７）を制定し，同和奨学金等が貸与制であること

を明記していること，③改正前要綱も同和奨学金等が貸与制であるこ

とを前提として「奨学金等を返還することが困難」という経済的困窮

を支給要件としていること，④同和奨学金等の申請者に対し配布した

文書（乙１４）でも同和奨学金等は給付制から貸与制に変わったこと

を明記していること，⑤京都市の担当者が実質給付制度であると説明

してきたと主張するが，その説明に法的根拠がなく，しかも担当者に

よる説明の実態・全貌は不明であること，⑥仮に実質給付制として運

用されてきたとしても，これは貸与制という法制度に反した極めて恩

恵的な給付にすぎないこと，⑦実質給付制として支給されてきた援助

金は，公益上の理由があればいつでも剥奪され得る内在的制約を伴う

こと，⑧実質貸与制に移行しても，これまで特別に与えられた利益を

剥奪して同和地区外の人と同様に扱うにすぎないものであって，特に
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その者に特別の犠牲を負わせるものではないことから，同和奨学金等

の借受者が援助金の支給を受けることに対する信頼を持っていたとし

ても，そのような信頼は法的保護に値しない。

したがって，法的保護に値しない信頼を理由に実質給付制度を維持

するのは行政庁の裁量の範囲を超えたものであり違法である。

（被告の主張）

ア 本件制度は，国庫補助の対象となる奨学金制度とは独立した補助金制

度であるから，援助金の支給に当たり，京都市が国が定める国庫補助の

， 。対象となる奨学金の返還免除の趣旨 基準等に拘束される関係にはない

イ 援助金は，地方自治法２３２条の２に規定する補助金であるが，補助

金の交付が認められる「公益上必要がある場合」とは，当該普通地方公

共団体の住民全体の福祉に対する寄与貢献があることであり，また，客

観的に公益上必要であると認められなければならないとされ，その判断

に当たっては，補助金交付の趣旨及び目的，支出の相手方の性格及び活

動状況，補助金が地方公共団体の公益を増進する程度，交付手続の公正

等の諸事情を総合して判断されなければならないと解されている。

そして，その決定は，事柄の性質上，当該地方公共団体の地理的・社

会的・経済的事情及び各種の行政施策の在り方等の諸般の事情を総合的

に考慮した上での政策的判断を要するものであるから，公益上の必要性

に関する判断に当たっては，補助の要否を決定する地方公共団体の長に

広範な裁量権があるものと解され，一次的にはその判断が尊重されるも

のであり，補助金の交付について公益上の必要性という要件を課した趣

旨は，恣意的な補助金等の交付によって当該地方公共団体の財政秩序を

乱すことを防止することにあると解されるから，この面において特に不

合理又は不公正な点のない限り，これを尊重すべきものである。

そして，下記(ア)ないし(エ)の事情からすれば，本件援助金の支出は
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「公益上必要がある場合」にされた補助金の支出として適法である。

(ア) 本件制度創設の経緯

京都市は，同和問題の解決を，市政における最重要課題の一つとし

て位置付け，特に，就職の機会均等及びその前提である教育の機会均

等を保障するための諸施策に取り組んできた。

前記基礎となる事実記載のとおり，昭和５７年以降，国庫補助の対

象となる奨学金が，順次給付制度から貸与制度へと変更されたため，

京都市は，国庫補助を継続して受けるべく，昭和５８年度から給付制

度の奨学金を貸与制度の同和奨学金に変更せざるを得なくなった。こ

の変更は京都市の同和施策の明らかな後退を意味するものであった

が，当時の同和地区の生活状況は昭和３８年と基本的に変わりなかっ

たため，京都市においては，引き続き，奨学金の給付制を維持する必

要があった。

例えば，本件要綱の制定当時，家計収入別での生活保護受給率は，

全市では１．４％であるのに対し，同和地区では１７．１％であるな

ど，同和地区における生活基盤は脆弱であり，その中でも援助金の対

象者は，低所得世帯に属し，不安定な就労等の生活実態から就学が困

難であると認められた同和奨学金等の借受者である。また，国は，昭

和５７年４月２１日文部省大学局長通知により，地域改善対策高等学

校等進学奨励費補助金（大学）交付要綱９条に定める返還免除の規定

に関する留意事項を提示したが，昭和５８年度に大学に在学していた

同和奨学金の借受者のほとんどが，国が示す「返還が著しく困難であ

ると認められる」者に該当していた。

京都市は，上記事情を踏まえて，従前市が独自の制度として実施し

ていた完全給付制の奨学金制度と実質的に見て同一のものを維持する

ための手段として，本件制度を創設したものである。
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そして，全額給付の奨学金制度を維持・継続する本件制度の制度趣

， ，旨や創設経過に鑑みれば 改正前要綱２条１項の規定の本来の趣旨は

形式的には貸与制度を採用している奨学金制度に対応しつつも，内容

的には実質給付制度を維持できるようにしたところにあると解すべき

である。そうすると，京都市は，援助金の支給を各年度毎に審査する

必要性はないのであり，支給開始時に所得要件等を審査すれば後は支

給済みの奨学金を２０年に亘り分割して返済するという手法は国の補

助金事業が給付制から貸与制へ移行することに対応すべく合理的に考

案された仕組みであり，本件制度には相応の必要性と合理性があった

というべきである。

そして，同和奨学金等の貸与対象者は，低所得世帯に属し，不安定

な就労等の生活実態から就学が困難であると認められる者であるとこ

ろ，援助金の支給により，同和奨学金等の返還に対する不安が解消さ

れることとなった。その結果，進学を希望する者が増え，高校進学率

は全市（市全体。以下同じ ）とほぼ格差のない状況となり，大学進。

学率も大きく向上した。

このように，本件制度は，同和問題を解決するために効果があった

ものであり，公益上必要がある制度であったことは明らかである。

(イ) 平成１４年度以降に本件制度を継続させた経緯（乙１ 被告準備

書面( )）8

， （ ） ， ，ａ 京都市は 平成８年意見具申 乙１８ を受け 平成９年度から

平成１４年度当初を目標に，廃止，一般施策への移行など特別施策

の見直しを進めてきた。

平成９年度には，同和対策事業の見直し，改革に取り組み，それ

以降，教育の機会均等を保障する施策については，小学校入学支度

金，中学校入学支度金，高校入学金・支度金，予備校生奨学金・入
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学金，大学入学金・支度金等を廃止した。また，奨学金制度につい

ても，画一的，一律的な制度の運用は，かえって同和地区住民の自

立を妨げ，奨学金制度本来の趣旨に反するものであるため，日本育

英会基準を基に算定した市所得基準を設け，平成７年３月から平成

９年４月にかけて，段階的に改定を行った。

そして，平成１４年報告（乙１９）において，残された課題とし

て位置付けられたものに係る一部の施策を除き，財政的な面におい

て特別施策を継続する根拠である地対財特法が失効する平成１３年

度末をもって特別施策としての同和対策事業をすべて終結した。

ｂ しかしながら，同和地区においては，高校進学の内容，高校中退

率及び大学進学率の格差などの課題が残されていることや，同和奨

学金等と受け皿となるべき日本育英会奨学金制度との間で成績要

件，所得要件，貸与額についてのかい離が大きいことから，一般施

策である日本育英会制度に円滑に移行するため，従来の制度内容を

大幅に見直し，平成１４年度から５年間の経過措置を設けることと

した。

援助金については，将来的な不安を解消することで，教育の機会

均等を図り，これによって就職の機会均等を目指す奨学金制度の趣

旨を補完する制度であり，同和奨学金等制度と本件制度を一体的に

活用することにより，学校・隣保館での積極的な進路指導が可能に

なったことは否定できないものであり，また住民の間でも本件制度

が同和奨学金等の制度と一体のものとして定着し，同和奨学金等の

返還に当たっては援助金の給付がされるものとの理解があることか

ら平成１４年度以降も本件制度を継続することとした。

これは，同和問題解決のためには，特に就職の機会均等につなげ

るため，引き続き教育の機会均等のための施策を継続する必要があ
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ると判断したことによるものである。すなわち，実質給付制度を維

持することで，同和奨学金等の返還に係る不安を払拭し，もって進

学意欲の喚起，進学率の向上につなげるとともに，同和地区住民の

これまでの制度に対する信頼を踏まえた激変緩和措置を設け，これ

までの成果が急激に後退しないようにすべきであり，このことには

十分な合理性があると判断したのである。

ｃ 両制度を経過措置として存続させることの必要性及びそのように

判断したことの合理性を基礎付けるものとして，当時，教育に係る

， ，格差が存在しており 課題が残されていたことを示す客観的事実が

なお以下のとおり存していた。

(ａ) 平成１２年度の実態把握事業（甲４）における家計収入別で

， ． ， ．の生活保護受給率は 市全体で３ １％に対し 同和地区は１７

， 。９％であり 生活基盤の脆弱な世帯が多いことは明らかであった

(ｂ) 同和地区内の有業者は，中学生を除く１５歳以上のうち半分

にも満たない４２．６％にすぎない（甲４・２６頁 。一方，市）

全体の有業者は，５４．８％（平成１２年度国政調査）であり，

同和地区の就業状況は改善されてきたとはいえ，依然として低い

水準にあった。

(ｃ) 当時においても，同和地区住民の就業率は，全市に比して明

確に低いものとなっており，また，有業者においても，市職員の

割合が総有業者の３４．５％（甲４・３５頁）と，高いものと考

えられた。これは市の選考採用の職種の一部に主として同和地区

住民を採用する，いわゆる「雇用」による効果とも考えられると

ころ，いわゆる「雇用」については，平成１３年度にかけて採用

枠が縮小され，平成１３年度末で廃止された。平成１４年度から

はすべて一般公募されており，同和地区住民が市の一部職種に主



- 21 -

に採用されるということは 今後は期待しえない状況となった 乙， （

１８・７頁，８頁及び１７頁 。そのようなハンデを超えて就職）

， ，するためには より高い教育を身に付けることが求められており

同和地区においては，その他の地区に比べて教育を受けるための

環境の整備がより強く求められていた。

(ｄ) 平成１４年報告においても，同和問題を解決するうえでの残

された課題として，教育の課題が明確に位置付けられ，両制度に

ついては，平成１４年度以降も５年間に限って移行措置として継

続されることが，｢経済的側面からの支援策である進路支援事業

については，現行制度の抜本的な見直しを行った上で，５年間に

限っての一般施策への移行措置を設けます （乙１９・１９頁）。」

と明記されていた。

(ｅ) 以下の調査においても，平成１３，１４年当時，全市と同和

地区における進学に関する格差が存していたことが裏付けられ

る。

①中学卒業生の進路決定状況の推移（乙２０）

②高校進学後の非卒業率の推移（全日制・定時制 （乙２１））

（ ）③高等学校卒業生奨学資金受給者の進路決定状況の推移 乙２２

ｄ そして，京都市監査委員が，平成１４年１１月に，平成９年度分

から平成１３年度分の援助金の支出に関する住民監査の結果，京都

市長に本件制度の事務改善を求める意見を述べたことを受け，京都

市は平成１６年３月に本件要綱を改正した。

， ， ，なお 本件要綱の改正には約１年４か月を要しているが その間

京都市は，対象者の追跡調査等の事実調査を実施し，その内容等も

踏まえ，現時点での諸事情を考慮した合理的内容となるよう慎重に

制度設計を考える必要があったこと，議会の賛同等を得る手続を要
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したこと，本件制度の性格上，本件制度の適用を年度途中とするの

は困難であること等の事情を考慮すると，上記期間は，本件要綱の

改正のために必要かつ合理的であったものである。行政施策には，

継続性や安定性を一定程度尊重する必要があることや，対象者の理

解を得る努力が必要であることなどを踏まえれば，仮に，奨学金を

実質給付制度として維持する必要性が地域の生活実態に照らせば薄

れてきていたとしても，違法性を帯びるほど見直しが遅きに失した

とはいえない。

(ウ) 改正後要綱の合理性

そして，本件要綱の改正に当たり平成１６年３月３１日以前に同和

奨学金等の貸与を受けた申請者全員に対して，援助金の支出を行うこ

ととしたことも以下の理由により合理性があり，京都市の裁量権の範

囲内である。

ａ 行政の相手方の信頼保護について

平成１５年度までの同和奨学金等の借受者は，同制度が援助金を

併用した実質給付であると理解して，将来，返還を求められるもの

ではないとの期待の下に同和奨学金等を借り受け，将来の生活設計

を立てているものである。

また，実際の事務手続は，借受者が卒業後に提出した請書に基づ

き，京都市の文化市民局が，毎年度，返還事務を行っているため，

， ， 。 ， ，借受者は 直接 返還に関与していない このことから 借受者は

卒業時点で援助金の支給申請書を提出することによって，返還手続

は終了したものと認識しており，卒業後，２０年間にわたって援助

金の支給により同和奨学金等の返還が続いていると認識している者

はほとんどいないと考えられる。

このような借受者に対して，現時点における状況の変化等を理由
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として返還を求めることは，借受者にとって予測できない制度の不

利益変更となり，借受者の法的安定性を害するものになる。この信

頼を保護する必要がある。

ｂ 同和奨学金等につき借受者に返還要求をすることは本件制度の施

策目的に合致しないこと

また，京都市が，援助金の支給決定後，２０年間，何ら審査をし

ていないのは，①改正前要綱に支給対象者の状況を追跡調査する旨

の規定がないこと，②支給対象者の同和地区外への転出が増え，同

和地区内外の婚姻も進む中で，同和奨学金等の借受者に定期的な所

得申告を義務付け，２０年間にわたり追跡調査をするとすれば，そ

の社会的立場等に悪影響を与えかねないことによるものであった。

， ， （ ）そして 平成１５年１２月に 援助金の支給対象者 ２３８７人

の所在を調査したところ，住民票で確認できた１５９８人のうち，

． ， 。 ， ，５５ ４％は 地区外に転出していた また 地区外転出者のうち

約２０％が京都市外に転出していた。

このことから，援助金の支給対象者に対して同和奨学金等の返還

を請求するために連絡を取ることは，今日においても，なお身元の

調査が行われるなどの同和問題の残された課題や地区内出身者であ

ることを配偶者にも明かしていない方がいることが推察される現状

を踏まえると，実社会で自立している本人の社会的立場や家庭状況

等に深刻な影響を与えると考えられる。

ｃ 本件援助金の支出は京都市の財政に危機的状況をもたらすもので

はないこと

援助金は，その支出された額が，同和奨学金等の返還金としてす

べて京都市の収入とされるので実質的に新たな金銭負担を伴うもの

ではない。また，市は，本件要綱制定後，一貫して借受者全員（同
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和奨学金に係る市の例規による免除を受けた者を除く ）に対し援。

助金を支給している。

， ，これらの者の中には 平成１５年度及び平成１６年度においては

市においてその所在等を把握することが困難になっており，改めて

援助金の申請手続等をさせることができない者もいる。また，同和

奨学金等の貸与の時点で実質給付との説明を受けている借受者から

京都市が貸し付けた同和奨学金等を回収することができる見込みは

低い。

こういったことから，返還対象者について，援助金の支給をしな

ければ，市のその分の支出額は減少するものの，一方では，同和奨

学金等の返還を受けられないのであるから，援助金を支給しないこ

とによって，市がその分の損失を免れるということもない。

(エ) 改正後要綱並びに本件援助金に係る決算及び予算が京都市議会で

審議され，可決・承認されていること

そして，本件制度の見直しにより，改正後要綱上も，平成１６年３

月３１日以前に貸与した同和奨学金等の返還金に係る援助金について

は，一律に支給する取扱いが明記されるに至っているのであるから，

同和地区の生活実態に改善の兆しが現れてきたことにより，結果的に

改正前要綱２条１項の規定が，当該規定が当初目的としていた実質給

付を維持するための規定としては適切でなくなってきていたという瑕

疵についても，事後的に議会の承認も得て治癒されている。

また，改正後要綱に基づく本件援助金の支出を含む予算，決算は，

市議会で，特に本件要綱の改正内容に触れられた上で，審議され，承

認，議決されてきている(乙１１ないし乙１３)。

( ) 争点２ 京都市の損害及びその額2

（原告の主位的主張）
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本件援助金の違法な支出により，京都市には，支出された公金に相当す

る損害が生じた。

（原告の予備的主張）

ア 仮に，本件援助金の支出について全額が違法な支出とはいえないとし

ても，同和奨学金等の返還が困難とはいえない世帯に属する借受者に対

して支出された部分については本来支給対象外とするべき者に対してさ

れた違法な支出であるといえる。

そして，本件援助金について，本来支給対象外とするべきであった借

受者の割合については，同和奨学金の返還初年度についてされる所得判

定の結果から割合的に計算することが合理的である。

すなわち，同和奨学金の返還初年度に当たる者（以下同和奨学金及び

就学奨励金の借受者のうち，その返還の初年度に当たる者を「返還初年

度者」という。返還初年度を迎えた年に応じて，例えば平成１４年度が

返還初年度であった同和奨学金の借受者について「平成１４年度同和奨

学金返還初年度者 ，平成１５年度が返還初年度であった就学奨励金の」

借受者について「平成１５年度就学奨励金返還初年度者」などと記載す

ることもある ）について行った資力調査の結果，実際に援助金の支給。

対象とされた件数のうち，仮に改正後要綱に基づく資力審査を行えば，

援助金の支給対象外となる件数の割合が，実際に援助金が支給された件

数のうち，本来支給対象外とするべき借受者に対して支出された件数の

割合とみなすことができる。

， （ ） ，具体的には 被告が本件訴訟で提出した試算結果 乙４ に基づくと

平成１５年度援助金については７８件中２７件が，平成１６年度援助金

については３１件中１２件が，改正後要綱の所得基準によると，援助金

の支給対象外となる可能性があるのであるから，下記計算式のとおり，

平成１５年度援助金については７７１９万２３０８円，平成１６年度援
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助金については９１７４万１９３５円が違法に支出された額として推計

できる。

平成１５年度援助金

約２億２３００万円×（２７件／７８件）＝７７１９万２３０８円

平成１６年度援助金

約２億３７００万円×（１２件／３１件）＝９１７４万１９３５円

イ なお，被告は，原告の推計方法に合理性がないと反論するが，原告の

損害額の算定は，被告が明らかにした資料から，合理的な経験則に基づ

き推計したものである また 資料の収集が困難な中 下記(ア)及び(イ)。 ， ，

のとおり，損害額を控えめに推計しているものであるから，違法な支出

の額は上記ア記載の額を下回ることはない。

(ア) 上記推計は，就学奨励金より貸付け時の資力要件が厳格な同和

奨学金の返還初年度における援助金の不支給率を基準としている。同

和奨学金受給者の返還初年度における援助金の不支給率は，就学奨励

金受給者の返還初年度における援助金の不支給率より間違いなく小さ

いのであり，上記推計においても就学奨励金受給者の援助金の不支給

率は，真実の損害よりかなり控えめに推定されている。

なお，被告は，返還初年度の所得に基づく援助金の不支給率を推計

の根拠とする原告の推計方法に対し，返還初年度の世帯最多所得が返

還義務者の将来２０年間の世帯最多所得のピークであると主張する

が，結婚等による世帯分離までの期間は様々であり，かなりの世帯の

親（世帯の最多所得者）の収入は，子どもの学卒後も相当期間増加す

るケースも少なくないことからすれば，根拠が無い決め付けにすぎな

い。

(イ) さらに，同和奨学金の返還免除制度については，初年度の後も５

年毎に申請の機会が与えられていたところ，京都市においては，所得
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調査をして申請するのは初年度だけとされ，それ以降は免除申請自体

が懈怠されてきた。すなわち，返還初年度に免除となれば５年間免除

の扱いを受けるが，その後１５年間は，当然免除を受けられる者も，

誰一人免除されていないのである。免除されるべきケースは，免除の

申請をすれば確実に援助金の支給対象外となるわけであるから，その

全額が丸々損害となる。同和奨学金制度の通常の扱いどおり５年毎に

免除制度を利用していれば，初年度における割合と同じ割合で，返還

の免除を受けることができたものと考えられる。原告の損害主張は，

これを考慮せずに算定しており，この点でも控えめである。

ウ 被告の損害算定式の誤り

被告は，損害算定に当たって，支給対象外となるはずの額に，京都市

の同和奨学金借受者の住所確認率６６．９％を乗じて，さらに日本学生

支援機構の奨学金返還金の回収率である７７．９％を乗じている。

しかし，まず，日本学生支援機構における奨学金返還金回収率の中に

も住所確認ができずに回収できないケースが考慮されており，これを二

重に考慮することになっており失当である。

さらに，そもそも回収できなくても債権は直ちに消滅しないから，損

害を回収可能な範囲に限定することには理由がない。

以上，被告の損害算定式は，こうした技術的な点においても誤ってい

る。

エ 民事訴訟法２４８条の適用について

民事訴訟法２４８条にいう「損害が生じたことが認められる場合」と

いうのは，損害発生の事実及び行為と損害との因果関係の存在が自由心

証主義の一般原則に従って認定される場合であるとされている。

本件は，一般住民である原告が住民訴訟という方法によって違法な公

金支出の是正を図ろうとしているものであって，原告には全くの第三者
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である奨学金返還対象者の所得を調査できる手段・方法は存在しないの

であるから，まさに本件における京都市の損害は，損害の性質上，立証

が極めて困難な場合に該当し，法２４８条が適用されるのである。

そして，調査権限を有している被告が返還初年度の支給対象外額を明

らかにしていない以上，一般住民である原告はその金額を調査すべき手

段が存在しないのであるから，被告が明らかにした返還初年度の支給対

象外率を基にして損害額を算出することは，法２４８条の認めるところ

である。

（被告の主張１ 原告の主位的主張に対する反論）

本件援助金の支出は適法な支出であるから，京都市に損害は生じていな

い。仮に本件援助金の支出に違法があるとしても，京都市の損害は，下記

被告の主張２のカ記載の範囲に限定される。

（被告の主張２ 原告の予備的主張に対する反論）

原告は，被告が，同和奨学金の返還初年度者について，仮に行った援助

金の支給判定結果を基に，その他の援助金給付申請者に対して支給した援

助金に係る損害額を推計するが，原告が主張する損害額の計算は，下記ア

ないしオ記載のとおり，その内容に合理性があるとは考えられず，原告の

主張する損害が生じたと認めることはできないというべきである。

ア 返還対象者の属する世帯の世帯構成，最多所得者の所得，就労等の援

助金支給判定において判定の基礎となる生活実態は，常に一定のもので

はなく，各々が不確定な要因に基づき年々変動する。

すなわち，援助金の支給判定は，世帯の独立・世帯構成の変化・所得

の変動といった，相互に相関関係がなく，しかも年々変動する多数の不

確定要素を基礎とするものである。

これに対し，原告は上述のような多数の変動する不確定要素が２０年

間全く固定化して変動しないとの立論に基づき，同和奨学金の返還初年
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度に当たる援助金支給申請者のうち支給対象外となる者の割合を，すべ

ての援助金支給申請者に当てはめて損害額を推計しているが，かかる手

， ， ，法はあまりにも乱暴であり それ自体 不自然かつ不合理なものであり

原告の主張する損害額の推計方法が採用し得ないことは明白である。

イ さらに，被告が行った試算の対象となった同和奨学金の返還初年度者

は，前年度は学生であったため，前年度は所得がないか，あってもわず

かな額であるのが通常である。そして，改正後要綱に係る基準では，援

助金の支給判定は，本人の所得ではなく，本人の属する世帯の最多所得

者の所得で行うものとされているため，同和奨学金の返還初年度者につ

いては，本人ではなくその親の所得で判定することになる。

ところが，返還２年度目以降の対象者に関しては，就職や結婚によっ

て子供が親の世帯から独立して別世帯となることが予想されるなど，い

つまでもこのような前提条件が維持されているわけではない。

このように，返還初年度は，我が国の賃金体系上，生涯のうちでも高

い所得を得ている時期にある親の所得を基準として援助金の支給判定を

行っているわけであるから，統計学的に言えば，同一年度の返還対象者

のグループを追跡検証した場合，全体で２０年にわたる返還期間の中で

返還初年度は，支給対象外となる金額が一，二を争う高額となる年度で

あると認められるというべきである。

そして，返還の初期段階を過ぎている返還対象者について，平均的な

世帯像を仮定し，各年齢別に仮想的に所得判定を行ってみると，各年齢

すべてで支給対象と判定されるように（乙１６ ，平均的な世帯であれ）

ば，十分，援助金が支給されるものである。

したがって，仮に京都市に損害が生じていると仮定したとしても，親

の所得を基準として援助金の支給判定を行っている返還初年度のデータ

を，その後の２０年の返還サイクルのすべての期間において固定化して
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用いるという原告らの推計手法は，実際に生じた損害以上に誇大な金額

を算定していることとなることは明らかである。

ウ 就学奨励金の返還初年度者に係る支出額推計について

また，同和奨学金制度と就学奨励金制度のどちらが適用されるかの判

断は，大学卒の返還対象者の場合，４年前の大学入学前，又は，進学に

より返還を猶予されていた場合７年前の高校入学前の親の所得を基に行

っている。このため，その期間内に返還対象者が属する世帯の生活実態

が変動することは充分考えられる。また，判定に当たっては，特別控除

要件も多岐にわたって存在している。これらの事情は，同和奨学金返還

初年度者においても同様である。４年ないし７年の間に，両制度に係る

者それぞれについて，所得や世帯の状況は，支給対象又は支給対象外と

なる方向のどちらにも流動している。

したがって，就学奨励金の返還初年度者に係る支出について，援助金

を支出する時点において，就学奨励金返還初年度者支給対象外率のほう

が，同和奨学金返還初年度者支給対象外率より高いとは，必ずしもいえ

ず，同和奨学金返還初年度者に係る支給対象外率を損害算定の指標とし

て使うことを適切な算出方法とすることはできない。

エ 原告が算定の基礎とする同和奨学金返還初年度者における判定資料自

体の不確定さ

原告が損害額推計の前提とする被告による試算は，仮に改正後要綱に

基づく支給判定を行ったものであるが，本来であれば，各申請者につい

て，自立促進援助金支給基準第６条に規定する算定方法の特例の該当事

由の有無，同基準別表に規定する長期療養者のいる世帯，同基準別表に

規定する火災，風水害，盗難等の被害を受けた世帯かどうかといった事

情を考慮しなければならない。しかし，これらの事情は，被告が保有し

ている資料からは判明しないため，仮の支給判定には反映させていない
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ため，支給対象外額が多めに算出されている可能性がある。

， ， ，このように 仮の支給判定において対象外となった者の中にも 本来

支給対象となるべきはずであった者がいないとはいえない。

このように，単に数式的に見ても，同和奨学金返還初年度に係る件数

ベースで求めた支給対象外率を，その他の支給申請者に対して支出した

援助金の総額に乗じて，支給対象外額を求めることはできない。

オ また，損害額の算定に当たっては，市においてその所在等を把握する

ことが困難になっており，改めて援助金の支給を申請させること，ある

いは支給要件の審査のため資料を提出させることが必要になったとして

も，その申請等を事実上し得ない者が相当数いることも予想し得る。そ

して，これらの者について，申請等がないとして援助金の支給をしなけ

れば，その分の支出額は減少するものの，一方では同和奨学金等の返還

を事実上受けられないこともあり得るのであって，援助金を支給しない

， 。ことによって 直ちに市がその分の損失を免れるということもできない

カ 一部違法な支出とされた場合の損害額について

(ア) 改正後要綱の規定に基づいて損害額を推計するためには，個々の

申請者ごとに，具体的な基準に基づいて，支給対象か否かを判定し，

支給対象外となった者に係る援助金の支給額を積み上げることが必要

である。

また，その他返還者の範囲における損害額を同和奨学金返還初年度

者における支給対象外率などから求めることはできないことや，イに

おいて述べたとおり，その他返還者の範囲においては，そもそも，支

給対象外となる者が類型的に見て少ないと思われることなどから，少

なくとも現実に損害が発生していると合理的に認定できる額は，同和

奨学金返還初年度者における範囲に限定すべきである。

(イ) このようなことから，損害額は，第１次的には，以下のとおりと
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なる。

ａ まず，京都市の試算によれば，仮に平成１５年度援助金及び平成

１６年度援助金に改正後要綱の所得基準を導入した場合に支給対象

外となる額は，平成１５年度は２３０万３１５０円，平成１６年度

は８５万２０００円である（乙４，５，７。なお，保有資料からは

該当の有無が判明しないため，算定において考慮できていない特別

控除要件があり，同和奨学金返還初年度者において支給対象外とな

る金額はこれよりさらに少なくなる可能性もある 。。）

ｂ 平成１５年度に京都市が行った調査において住民票で所在が確認

できたものは，２３８７人中１５９８人である。この率（以下「住

所確認率」という ）は６６．９％である。ただし，同和奨学金返。

還初年度者に限れば，全員，住民票で所在が確認できる者であるか

ら，この範囲においては，１００％となる。

ｃ 日本学生支援機構の奨学金返還金の回収率（以下「支援機構回収

率」という ）は，７７．９％（平成１７年３月時点）である。。

そして，ａ記載の金額にそれぞれ住所確認率（１００％）及び支援

機構回収率（７７．９％）を乗じた金額が，実際に回収可能な金額で

ある。

， ，したがって それぞれ１７９万４１５３円及び６６万３７０８円が

平成１５年度及び平成１６年度の損害額であると考えられる。

(ウ) 仮に，就学奨励金返還初年度者の範囲も損害額算定に当たって加

味するならば，就学奨励金返還初年度者の範囲における損害額は次の

式で求めることができる。

（就学奨励金返還初年度者に係る援助金支給額）×（同和奨学金返還

（ ）） （ ）初年度者支給対象外率 金額ベースで求めたもの × 住所確認率

×（支援機構回収率）
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ａ 就学奨励金返還初年度者に係る援助金支給額

平成１５年度 ５６４万４４７０円

平成１６年度 ６０４万１３５０円

ｂ 同和奨学金返還初年度者支給対象外率（金額ベース）

金額ベースの同和奨学金返還初年度者支給対象外率は，以下の式

により求めることができる。

｛ 返還初年度に係る免除者における支給対象外額)＋（同和奨学金（

返還初年度者における支給対象外額)｝／｛ 返還初年度に係る免除（

者に対し免除した金額）＋（同和奨学金返還初年度に係る非免除者

に対し援助金を支給した額)｝

① 返還免除者に対しては援助金を支給することがないのであるか

， 。ら 返還初年度に係る免除者における支給対象外額は０円である

② 同和奨学金返還初年度者における支給対象外額は以下のとおり

である。

平成１５年度 ２３０万３１５０円

平成１６年度 ８５万２０００円

③ 返還初年度に係る免除者に対し免除した金額は以下のとおりで

ある。

平成１５年度 ５６７万６３８５円

平成１６年度 ３１８万６６８５円

④ 同和奨学金返還初年度に係る非免除者に対し援助金を支給した

金額は以下のとおりである。

平成１５年度 ８８４万９８７０円

平成１６年度 ３８４万５８００円

上記①ないし④から，金額ベースの同和奨学金返還初年度者支給

対象外率は，平成１５年度につき１５．９％，平成１６年度につき
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１２．１％となる。

ｃ 住所確認率

６６．９％（上記(イ)ｂ）

ｄ 支援機構回収率

７７．９％（上記(イ)ｃ）

上記ａないしｄから，就学奨励金返還初年度者の範囲における損害

額は次のとおりとなる。

平成１５年度 ４６万４４７０円

（５６４万４４７０円）×１５．９％×６６．９％×７７．９％

平成１６年度 ３８万０９６３円

（６０４万１３５０円）×１２．１％×６６．９％×７７．９％

したがって，被告の第２次的主張における損害額は，上記⑷の同和

奨学金返還初年度者の範囲における損害額に，本項の就学奨励金返還

初年度者の範囲における損害額を加えた以下の額となる。

平成１５年度 ２２６万１８７１円

平成１６年度 １０４万４６７１円

キ 民事訴訟法２４８条が本件に適用できないことについて

民事訴訟法２４８条が適用されるためには，当該事案において損害が

生じたことが認められる場合でなければならず，損害の発生の点につい

ては，通常の証明が要求されているものと解される。

そして，本件事案において原告が主張する損害は，援助金の支出のう

ち新基準によれば支給対象外であった部分を損害とするものであり，損

害額の算定はイコール損害の発生を意味している。

このように，本件では損害の発生と損害額の算定は不可分一体の関係

にあるというべきであり，損害額を算定できないということは，それは

すなわち損害が発生したという点の証明がされていないことを意味する
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というべきであり，同法２４８条を本件に適用することは許されない。

( ) 争点３ Ａ及びＢの責任3

（原告の主張）

ア Ｂは，同和奨学金等の借受者全員に対し，無審査で援助金を支出して

いることを認識しており，京都市会本会議において，このような運用の

見直しを繰り返し求められていた。

しかも，京都市監査委員は，平成１４年１１月２０日，平成９年度分

から平成１３年度分までの援助金の支出に関する住民監査請求に対し，

本件制度のより一層の公平性，平等性の確保の観点から，客観的な証明

に基づき，申請者一人一人について，適時に支給要件を満たすか否かを

判断していくことが望ましく，それが本件要綱の規定の趣旨にもより合

致すると考えるので，事務の改善について検討を行われたいとの意見を

付記した。

にもかかわらず，Ｂは，従前の運用を是正することなく平成１５年度

援助金及び平成１６年度援助金の支出決定を行ったものであるから，平

成１５年度援助金の支出決定を行う上で，法令の規定に違反して支出負

担行為をすることにつき故意があったことは明らかである。

イ Ａは，京都市長として，同和奨学金等の借受者全員に対し，無審査で

援助金を支出していることを認識しており，京都市会本会議において，

このような運用の見直しを繰り返し求められており，京都市監査委員か

らも，客観的な証明に基づき，申請者一人一人について，適時に支給要

件を満たすか否かを判断していくことが望ましく，それが本件要綱の規

定の趣旨にもより合致すると考えるので，事務の改善について検討を行

われたいとの意見が付記されていたにもかかわらず，本件援助金の支出

決定に際して，従前の運用を是正しなかったものである。

よって，平成１５年度援助金及び平成１６年度援助金の支出決定に際
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して，補助職員である副市長に対する指揮監督上の義務を懈怠したもの

というべきである。

（被告の主張）

， ，Ｂは 平成１５年度援助金及び平成１６年度援助金の支出決定に際して

改正後要綱附則３条及び同附則４条の規定に基づき，本件要綱の制定当時

からの解釈運用を踏襲し，合理的な裁量の範囲内の適法な援助金の支出で

， ，あるとの認識の下に 援助金の支出決定の代決処理をしたものであるから

故意又は重過失は認められない。

Ｂが援助金の支出決定の代決処理をしたことに故意又は重過失は認めら

， ， 。れないから 市長には Ｂに対する指揮監督上の義務違反は認められない

第３ 当裁判所の判断

１ 争点１（本件援助金の支出の違法性）について

( ) 原告は，地対財特法が国庫補助の対象として規定する地域改善対策特1

定事業は 「高等学校，中等教育学校の後期課程，高等専門学校，短期大，

学又は大学に在学する者に対する奨学金の貸与」と規定されていること等

をもって，国庫補助を受ける同和奨学金について，実質的給付制として運

用する裁量は，京都市には認められておらず，本件制度は同和奨学金の根

拠法令違反であると主張する。

しかし，国庫補助の対象事業が貸与制の奨学金に限られていることをも

って，給付制の奨学金の公益性が直ちに否定されるわけではなく，地方自

治体が独自に一般財源から給付制奨学金制度を実施することや，独立した

補助金事業として奨学金の返還を補助するなどの施策を行うことが直ちに

禁止されると解することはできない。

よって，地対財特法等が国庫補助の対象として貸与制の奨学金制度を規

定していることをもって，直ちに，本件援助金に係る支出が，違法な支出

であるとは認められない。
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( ) 次に，援助金の性質について検討するに，援助金の支給は地方自治法2

２３２条の２に規定する「補助」に該当するものと解される。そして，一

般に，地方公共団体は，その事務を処理するに当たっては，住民の福祉の

増進に努めるとともに，最小の経費で最大の効果を挙げるようにすべき責

務を負っているのであり（地方自治法２条１４項 ，地方財政の健全な運）

営を確保するためには，単に収支の形式的な均衡を保持することだけでは

なく，経費の支出に当たっては，その目的を達成するための必要かつ最小

の限度を超えてはならないものとされている（地方財政法４条１項）とこ

ろ，補助金の支出については 「公益上必要がある場合において」するこ，

とができる（地方自治法２３２条の２）のであるから，本件援助金の支出

について，同法２３２条の２にいう「公益上の必要性」があるかを検討す

ることとする。

そして，上記の補助金の支出に係る公益上の必要性の存否は，地方公共

団体の議会あるいは執行機関において，社会的，地域的諸事情を総合的か

つ合理的に勘案して判断すべきであって，その裁量の範囲は相当広範なも

のというべきであり，当該裁量権の行使が恣意的であってその逸脱の程度

がもはや法の内在的目的に適合しない程の域に達したという場合に，違法

の問題が生じるに至るものと解すべきである。

( ) 文中掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，本件要綱の制定当時まで3

の同和地区の生活実態につき，以下の事実が認められる。

ア 昭和４５年から昭和５７年までの高校進学率の推移は，以下のとおり

であり，同和地区では，昭和４８年を除き，全市の平均と比較して数％

以上低い割合であった（乙１・２頁，乙２０ 。）

同和地区 全市

昭和４５年３月 ７４．６％ ８９．７％

昭和４８年３月 ９２．８％ ９３．９％
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昭和５１年３月 ８５．７％ ９３．６％

昭和５４年３月 ８６．７％ ９３．０％

昭和５７年３月 ８５．０％ ９２．０％

イ 世帯年収の推移を見ると，昭和５９年度京都市同和地区住民生活実態

把握事業の調査によれば，同和地区では世帯年収が０円から９９万円の

世帯が１２．４％，１００万円から１９９万円の世帯が２１．５％であ

り，同和地区における生活基盤は，なお脆弱であった（乙１８ 。）

また，昭和５８年ころ，地域改善対策大学奨学金の借受者の属する世

帯について調査したところ，所得が同和奨学金の返還免除の基準以下で

あった世帯は，全体の８７％に達していた（甲９・６頁 。）

( ) また，文中掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，本件要綱の制定後4

の事情として，以下の事実が認められる。

ア 進学率の推移等

京都市文化市民局人権文化推進部（旧同和対策室）は，数年に１度，同

和地区の生活実態調査を実施しているところ，この調査結果によれば，

本件要綱制定後の同和地区における教育状況は 以下のとおりである 乙， （

１８，２０ 。）

(ア) 高校進学率は，昭和５９年以降，ほぼ９割以上で推移し，全市と

の間に有意的な差はなくなってきており，平成５年３月，平成６年３

月及び平成１０年３月には，むしろ同和地区の方が全市を上回った。

もっとも，全日制国公立高校への進学希望の達成状況をみると，平

成６年度における達成率は，全市では７０．４％であるのに対し，同

和地区では５３．７％にとどまっていた。

また，平成７年３月における高校進学の内容は，同和地区では公立

が２８．７％，私立が５６．７％であるのに対し，全市では公立が５

３．４％，私立が３５．７％であった。
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(イ) 高校中退率は，以下のとおり推移している。

同和地区 全市

昭和５６年３月 １８．２％ ８．２％

昭和６１年３月 １３．５％ ５．７％

平成３年３月 １９．７％ ６．０％

平成６年３月 １７．７％ ６．１％

(ウ) 大学進学率は，以下のとおり推移している。

同和地区 全市

昭和５６年３月 ２５．８％ ４１．３％

昭和６１年３月 ２２．８％ ４１．０％

平成３年３月 １４．８％ ４１．２％

平成７年３月 ３０．６％ ４９．２％

イ 前記生活実態調査によれば，平成３年度，平成５年度及び平成１２年

度の同和地区における世帯ないし有業者の年収等は，以下のとおりであ

る。

(ア) 平成３年度京都市同和地区生活実態調査の結果

世帯年収は，０円から９９万円までの世帯が１２．３％，１００万

円から１９９万円までの世帯が１７．３％であるのに対し，５００万

円から６９９万円までの世帯が１８．５％，７００万円から９９９万

円までの世帯が１５．０％，１０００万円以上の世帯が１１．３％で

あり，２極化傾向にあった。なお，平成４年就業構造基本調査によれ

ば，全市における世帯年収は，５００万円から６９９万円までの世帯

が１７．５％，７００万円から９９９万円までの世帯が１５．２％，

１０００万円以上の世帯が１２．８％であり，高所得世帯の割合につ

いては，同和地区と全市との間に，それほど大きな差はなかった（乙

１８ 。）
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また，同和地区の総有業者の３６．２％が市関係職員であった（甲

４・３５頁 。）

(イ) 平成５年度京都市同和地区生活実態調査の結果

， ． ，有業者の年収は ５００万円から６９９万円までの者が１６ ２％

７００万円から９９９万円までの者が６．１％，１０００万円以上の

者が１．０％であった（甲４・３１頁 。）

(ウ) 平成１２年度同和地区住民生活実態把握事業・中間集計の結果

世帯年収は，５００万円から６９９万円までの世帯が７．９％，７

００万円から９９９万円までの世帯が９．１％，１０００万円以上の

世帯が６．２％であった（甲４・１８頁 。）

有業者（ただし，家族従業者を除く ）の年収は，５００万円から。

６９９万円までの者が１１．４％，７００万円から９９９万円までの

者が１２．４％，１０００万円以上の者が１．５％であり，総有業者

の３４．５％が市関係職員であった（甲４・３５頁 。）

他方，生活保護受給率は，１７．９％であった（甲４・１８頁 。）

( ) 文中掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，京都市が行った本件制度5

についての説明内容について，以下の事実が認められる。

ア 京都市は，就学奨励金を貸与するに当たり 「京都市地域改善対策就，

学奨励金等のしおり」と題する書面を申請者に交付するなどして，就学

奨励金の制度を説明した。その際，平成１５年度の新規借受者までには

「貸付金の返還に当たっては，自立促進援助事業の実施により，貸与を

受けた方に負担がかからないようにしております （乙３９，４１）と。」

いった説明文を設け，京都市が同和奨学金等を実質的に給付制で運用す

ることを説明していた。

， ，特に 大学生を対象とした同和奨学金等が貸与制に移行した直後には

同和奨学金の返還免除制度と京都市独自の援護給付を併用して 「今ま，
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」 （ ）。での奨学金給付制度から後退させない ことを明示していた 乙１４

イ また，京都市は，毎年２月ころに，同和奨学金等の借受者が卒業等す

る際に，同和奨学金等についての返還方法を説明する機会を設け，進学

しない者には，同和奨学金等の返還計画書，援助金の支給申請書及び援

助金に係る請書の提出を求め，また同和奨学金の借受者には返還初年度

， ，に係る返還免除申請に関する書類を提出するよう求め 進学する者には

同和奨学金等に係る返還猶予申請書を提出するよう求める扱いをしてい

た（証人Ｃ，乙２３，３８ 。）

その際，京都市は，同和奨学金等が京都市から貸与されたものである

ことを説明すると同時に，その「返還に当たっては，返還免除制度の活

用と自立促進援助事業の実施により，貸与を受けた方に負担がかからな

いようにしております 」などと説明しており，平成１５年２月まで，。

援助金が同和奨学金等の返還が困難な者に対して支給される制度である

ことを援助金の給付申請をする者に対して明示的に説明していなかった

が，平成１５年２月の説明ではその内容を明示して説明した（証人Ｃ，

乙２３，３８ 。）

他方，京都市は，返還免除制度や援助金の支給を受けるための手続と

関連して，返還期間中の生存の有無，氏名，住所，世帯構成の変動の確

認を行うために書類の提出等の手続を要求することもあることは一応説

明していた（乙２３，３８ 。）

ウ 上記ア及びイ記載の京都市の説明により，平成１６年３月３１日以前

に同和奨学金等の貸与を受けた者は，同和奨学金等が貸与制であり，自

， ，らが将来京都市に対して返還債務を負うことは認識したものの 同時に

京都市の援助金給付事業等によって，自らは奨学金の返還を行わなくて

もよい，という期待を抱いて同和奨学金等を受給していた。

( ) 基礎となる事実並びに文中掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，京6
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都市における関連制度の見直し状況について，以下の事実が認められる。

ア 昭和４４年に制定されて同和奨学金制度に対する国庫補助の根拠とな

った同対法は昭和５７年に期間満了のため失効した。

そして，その後，昭和５７年に５年間の時限法として制定された地対

法は，国及び地方公共団体は地域改善対策事業の推進に際して「対象地

域とその周辺地域との一体性の確保を図り，公正な運営に努めなければ

ならない （２条２項）ことを規定している。」

， ， ，イ また 昭和６２年には地対法が失効して 地対財特法が制定されたが

地域改善対策協議会は，昭和６１年１２月１１日，地対財特法の制定に

先立って「今後における地域改善対策について」と題する意見具申を行

い，①現行事業は，可能な限り一般対策へ移行することを基本とするこ

と，②既に事業目的を達成している事業や事業実施について一般的なニ

ーズの乏しい事業は廃止すること，③一般対策と比べ過度に優遇した内

容となっている事業については，廃止するか是正措置を講ずることによ

り，一般対策との均衡に十分配慮すること及び④個人給付的事業につい

ては，原則として廃止し，同和関係者の自立，向上に真に役立つものに

限定すること。自立，向上に真に役立つものについても，段階的に一般

対策へ移行できるよう検討すること等の観点から，同和地区や同和関係

者に対し講じてきた特別施策について基本的な見直しを行うよう提言し

ていた（甲４０ 。）

ウ 政府は，平成８年７月２６日 「同和問題の早期解決に向けた今度の，

方策について」と題する閣議決定をし，５年後に同和行政を完全終結さ

せる方針を示した。その中で，高等学校等進学奨励費補助事業は，個人

給付的事業のうち，特に利用度が高く，激変緩和的な措置を講ずる必要

がある事業とされ，５年間の経過的措置を講じて終了することとし，所

要の法的措置を講ずることとされた一方で，経済的理由による返還免除
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制度及び貸付金額について他の奨学金制度との整合性を考慮し，適正化

を図ることとされた（甲４１・総務省関係資料１( ) 。7 ）

京都市同和問題懇談会も，平成８年意見具申（乙１８）において，上

記( )ア記載の進学率の推移等を踏まえ 京都市の同和事業について 特4 ， ，「

別措置としての同和事業を終息させ一般施策へ移行することが適当であ

り，これを取組の基本的な考え方とすべきである」との認識を示した上

で，同和奨学金等については 「高校，大学の奨学金については，受け，

皿となる日本育英奨学金制度などとのかい離が大きいことや，大学進学

率の格差などにみられるように，同和地区の子どもたちの進路実態にな

お課題があることを踏まえると，直ちに一般施策に移行することは難し

いと考える 」とする一方で 「この場合にあっても，国の動向なども踏。 ，

， ， 。」，まえ 一般施策への移行に向けて 具体的な考え方を示す必要がある

「高校，大学奨学金など，当面は特別措置として継続を必要としている

ものにあっても，できるだけ速やかに特別措置としての同和対策事業を

終結させていくよう努めるべきである 」との意見を述べている（乙１。

８ 。）

エ 京都市も，上記( )ア及びイ記載の同和地区の住民の生活実態の改善4

等を踏まえ，同和関係者の子弟に対する各種進路支援事業について，本

件制度を含めて，地対財特法の期限である平成１４年３月３１日をもっ

て廃止する方針で検討を開始した（乙１・４頁 。）

上記方針の下，京都市は，同和奨学金等の貸付け判定に係る所得基準

の設定を見直し，平成７年３月１日から，その適用対象者を世帯所得に

よって判定することとし，所得基準を段階的に引き下げていき，平成１

０年度以降，日本育英会の奨学金の基準とほぼ同様の基準により判定す

ることとした。

また，京都市は，平成１０年１２月，就学奨励支度金の貸与を廃止し
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（ ）， ， 。甲２３ 平成１１年２月４日 通学用品等助成金の貸与を廃止した

オ 京都市が作成した平成１４年報告は，同和行政の成果として，教育及

び就労に関し，高校進学率は全市とほぼ格差のない状況となり，大学進

学率についても大きく向上したこと，こうした教育保障施策の成果等に

より，住民の就労状況は若年層を中心に幅広い分野への進出が見られる

ようになってきたことを指摘し，教育に関しては，過去のおしなべて低

位な実態が大きく改善されてきたとはいうものの，高校進学の内容，高

校中退率及び大学進学率の格差等の課題が残されている旨を述べた（乙

１９ 。）

カ 京都市は，地対財特法が失効した後も，教育に関しては高校中退率や

， ，大学進学率に課題が残っているとの認識に基づき 就学奨励金について

所得基準や貸与金額を見直した上，経過措置として，平成１４年度から

５年間継続することとした。これに伴い，就学奨励金と一体となって運

用されてきた本件制度についても，平成１４年度以降も存続することと

した。

キ 平成１４年には，平成９年度分から平成１３年度分までの援助金の支

出につき，京都市民から住民監査請求がされ，京都市監査委員は，平成

１４年１１月１８日付け監査結果において，本件制度のより一層の公平

性，平等性の確保の観点から，客観的な証明に基づき，申請者一人一人

について，適時に支給要件を満たすか否かを判断していくことが望まし

く，それが本件要綱の規定の趣旨にもより合致すると考えるので，事務

の改善について検討を行われたいとの意見を付記した（乙３ 。）

さらに，京都市監査委員は，本件援助金の支出に関する住民監査請求

に対する平成１５年５月１６日付け監査結果において，同和奨学金等の

借受者の現状を把握した上で，すべての借受者を対象に，支給に係る基

準を定めること，客観的な証明に基づいて所得判定を行うことついて，
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早急に対応するよう重ねて要望する旨の意見を付記した。

ク 市は，前記キの各監査結果を受けて，同和奨学金等の対象者のいる世

帯の所得状況等を調査した結果，世帯収入が７００万円以上の世帯の割

合は，平成１３年度が４８．８％，平成１４年度が５１％であった。他

方で，世帯収入が１００万円以下の世帯の割合は，平成１３年度が２２

％，平成１４年度が２０％であり，世帯の所得水準が二極化する傾向が

見られた（甲９・１９頁 。）

( ) 判断7

ア 市の同和対策事業は，同和問題の解決の重要性にかんがみ，一般施策

を補完する特別施策として実施されてきたものである。

そして，本件要綱は，同和問題の解決を図ることを目的として，京都

市内の同和地区に居住する同和関係者の子弟の自立を促進するため，当

該子弟に対する援助金の支給に関し必要な事項を定めるものであり（１

条 ，援助金の支給により，当該子弟が高校，大学等に進学しようとす）

る際の学資面における不安を取り除き，上記( )ア及び( )ア記載のとお3 4

り同和地区の進学率を向上させ，多様な進路の選択を可能にするなど，

一定の成果を挙げてきたものと認められる。

ただ，京都市における同和地区内外の教育格差の問題に関しては，高

校進学率について，同和地区と京都市の全体との間に有意な差が見られ

なくなるなど，大きく改善されてきたとはいうものの，平成８年度にお

いても高校進学の内容，高校中退率及び大学進学率の格差等の課題が残

されていると指摘されるなど，依然として同和地区と京都市の全体との

間に教育上の問題が解決されたとまでは断じ難い状態であった。

以上のような事情に加え，給付制の奨学金制度が，貸与制の奨学金制

度と比べて，それ自体が公益性を欠く不適切な制度ということはできな

いことに鑑みれば，平成８年度以降も，依然として，同和地区の中で経
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済的事情から進学について困難が生ずるおそれのある世帯に対して，日

本育英会（当時）等が貸与する貸与制の奨学金とは別に，就学奨励金と

援助金を組み合わせることで給付制奨学金を実質的に維持する運用を続

けるという判断も，一概に合理性を欠くということはできないとも考え

られるところである。

イ しかしながら，法令の規定により，国庫補助の対象となる奨学金が給

付制度から貸与制度に変更されたのを受けて，京都市においても，昭和

５８年４月以降，同和奨学金等は，関係規則において，無利子で貸与す

ること，借受者又は保証人は貸与を受けた同和奨学金等を返還しなけれ

ばならないことが定められ，貸与制度であることが明確に規定されたも

のである。

そして，昭和５９年３月に制定された本件要綱も，同和奨学金等が貸

与制度であることを前提とした上で，改正前要綱２条１項において，援

助金は，同和奨学金等の借受者のうち，その属する世帯の所得，就労等

の生活実態から貸与を受けた同和奨学金等を返還することが困難である

と市長が認めた者に対し支給される旨を規定している。

京都市は，この改正前要綱２条１項を前提とした上で，実質的な給付

制奨学金制度を維持するために，同和地区において住民がおしなべて経

済的に低位にある状況も踏まえて，同和奨学金等を借り受けた者につい

ては全員が同和奨学金等の返還が困難な者であるとみなす運用を行って

きたものである。

この運用については，前記( )ア及びイで認定したとおり，昭和５８3

年当時の同和地区の住民の生活実態は，教育面でも経済面でも同和地区

内外の格差が解消されるに至っておらず，なお教育の機会均等を保障す

るための施策が必要であると認識されていたこと，実際上，同和奨学金

の借受者の属する世帯の大部分が，同和奨学金の返還免除のための基準
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に該当していたこと，その一方，市の財政事情を考慮すると，同和奨学

金に対する国庫補助が打ち切られるとすれば，その影響は少なくなかっ

たこと等の事実関係の下では，少なくとも，本件要綱が制定された昭和

， ，５９年当時においては 従前の給付制の奨学金制度を後退させないため

具体的な支給基準，認定方法等を定めずに，援助金の申請者全員を同和

奨学金の返還が困難であると認め，一律に援助金を支給する解釈運用を

してきたことをもって，直ちに，法令上許容される裁量権の逸脱又は濫

用があったとまでは認められないものというべきである。

しかしながら，前記( )イ認定の事実によると，本件要綱の制定後，4

平成８年に至る状況を見ると，同和地区における生活実態はしだいに改

善され，生活基盤の安定した世帯も同和地区外と遜色のない割合で存在

するようになり，同和地区内外の格差の是正が進んできたというべきで

ある。そして，このように同和地区における生活実態が全体としては改

， ，善されてきていたことなどからすると 同和奨学金等の借受者であって

過去にはその返還が困難であったが，高校又は大学卒業後相当の年数が

経過することによって，その返還が必ずしも困難ではなくなった者も一

定割合で生じてきていたことも推認することができる。

そうすると，同和奨学金等の借受者であることをもって一律にその返

還が困難であるものと認めることの合理性を基礎付けるに足りる事実は

この間に次第に失われてきていたといわざるを得ない。

そして，平成８年，国においては，特別施策としての同和対策事業に

ついて，地対財特法の延長期限である平成１３年度末をもって完全に終

結することとし，これを受けて京都市においても，本件制度を含む各種

進路支援事業についても，特別措置を平成１３年度末をもって廃止する

方針で検討をしていたのであるから，本件制度についても，遅くとも平

成１３年度末である平成１４年３月３１日までには，これまでの運用を
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， ， ， ，見直し 申請者ごとに 収入 家族状況等に関する客観的資料に基づき

同和奨学金等の返還が困難であるかどうかを審査する必要が生じていた

ものと認めるのが相当である。

このように，本件制度について，遅くとも平成１４年３月３１日まで

， ， ，には 京都市は 申請者に対して援助金の給付を認めるか否かについて

， ， ，客観的資料に基づき 審査を行うべきであったのであるから 京都市が

平成１４年度以降の援助金支出についても，援助金の給付要件につき何

， ，ら審査を行わずに 申請者全員に対して漫然と援助金を支給したことは

行政の裁量を逸脱し，違法であったと評価すべきである。

ウ その後，京都市は，平成１６年３月１２日に本件要綱を改正し，平成

１６年３月３１日以前に貸与を受けた同和奨学金等については，申請者

の属する世帯に属する者の所得にかかわらず，無条件に援助金の給付を

認めることとして，申請者全員に対して所得を審査せずに本件援助金を

支給している。

しかし，上記説示のとおり，京都市が，平成１４年４月以降もなお援

助金を給付要件の審査を行わずに支給することは，その裁量を逸脱した

運用であり，違法と評価されるべきであるから，違法な運用をその後に

本件要綱を改正して明文化しても，その違法性が当然に治癒されると解

することはできない。

エ 違法な援助金支出の範囲

上記( )キ認定のとおり，平成１４年１１月１８日付けの監査結果及6

び平成１５年５月１６日付けの監査結果において京都市監査委員から

も，本件制度については，客観的な証明に基づき，支給の申請のあった

一人一人について，適時に支給要件を満たすか否かを判断していくこと

が望ましいとされ，事務の改善について要望が出されているところであ

る。
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もっとも，上記( )で認定したとおり京都市は同和奨学金等の借受者5

， 。に対し 奨学金が実質的には給付制で運用していることを説明している

そして，行政機関の裁量による行政運営が長期間にわたり積み重ねられ

てきた場合に，行政がその行政実務から著しく乖離した施策を実行する

ときは，受益者に予測外の不利益を与えることがあり，このような不利

益に対して行政として一定の配慮をすることは行政裁量として許容され

るべきであることに鑑みれば，資力審査を行う範囲については，すべて

の申請者に対して資力審査を行わなければ裁量の逸脱となるとまではい

い難い。

しかし，前述のとおり，京都市は遅くとも平成１４年３月３１日まで

に援助金の給付要件につき審査をする制度を整えるべきであった。そし

， ， ， ，て 上記( )で認定したとおり 京都市は 援助金を支給するに当たり5

毎年２月ころに，同和奨学金等の借受者に援助金給付申請書を出すよう

説明しているのであるから，平成１４年３月３１日までに援助金の給付

要件につき審査をする制度を整える一環として，遅くとも平成１４年２

月ころには，平成１４年度に交付する援助金について，本件制度の給付

要件についての説明が可能であり，また，援助金支給申請者の連絡先を

把握し，毎年，申請を求めることは十分に可能であったと認められる。

そうすると，少なくとも平成１４年度以降新規に援助金を支給するこ

， ，ととした借受者に係る援助金について その資力審査を行わないことは

行政裁量の逸脱があり違法であると解するのが相当である。

オ これに対して，被告は，行政の相手方の信頼保護の必要性，同和奨学

金等の借受者に返還請求を行うことの弊害並びに改正後要綱並びに本件

援助金にかかる決算及び予算が京都市議会で審議され可決・承認されて

いることなどの事情を挙げて，平成１６年３月３１日以前に同和奨学金

等を借り受けた者については全員に対して援助金を支給することとする
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扱いにも合理性があると主張する。

しかしながら，行政実務の積み重ねによる市民の当該行政実務に対す

る期待については，その期待につき，行政が尊重することは必要である

ものの，当該行政実務が違法である場合，これに対する市民の期待は法

的保護に値するものであるとはいえない。また，同和奨学金等とは別の

制度であることが明確に説明されていた援助金の支払について支給要件

が見直され，一定の所得基準を上回る者に対して援助金が支払われなく

なったとしても，それ自体が不合理な行政上の取扱いであるとまではい

えない。

また，上記説示のとおり，京都市は，適切に本件制度を見直して，資

力審査要件を整えていれば，少なくとも１４年度援助金の給付について

新規に申請を受ける時点からは，京都市において，同和奨学金等の借受

者に対して本件制度の変更を説明可能であり，同時に，個々の申請者の

連絡先を把握し，申請者に対し，毎年申請を求めることは十分可能であ

ったのである。京都市が，本件要綱の改正に向けて援助金の支給要件の

見直しを行った時点において，平成１４年度ないし平成１６年度の新規

援助金支給申請者に対して資力審査を設けることの説明ができず，その

ため，当該援助金支給者に対して京都市から連絡することが困難になっ

たとしても，それは京都市の見直しが遅れたために生じた問題であり，

上記違法を治癒するものではない。

他方で，京都市において，本件制度について資力要件を求めるべき必

要性が生じていたことは，上記( )認定の事情及び( )認定の経緯からも4 6

明らかである。

そして，違法な運用を本件要綱を改正して明文化しても，その違法性

が当然に治癒されると解することはできないことは前述のとおりであ

る。
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， ， ，そうすると 被告の主張する上記各要素は それを十分に斟酌しても

平成１４年度以降新規に援助金を受給した借受者に対して，資力審査を

行わずに本件援助金を支給したことについて，京都市に裁量逸脱の違法

があるという認定を覆すものではないというべきである。

２ 争点２（京都市の損害及びその額）について

( ) 以上に判断してきたところから，平成１５年度援助金の支出に関して1

は，平成１４年度同和奨学金等返還初年度者に交付された援助金（同和奨

学金につき５４４万４２００円，就学奨励金につき８８９万４３４０円，

甲３２）及び平成１５年度同和奨学金等返還初年度者に交付された援助金

（同和奨学金につき８８４万９８７０円，就学奨励金につき５６４万４４

７０円）のうち，本来援助金の支給対象外とすべき借受者に対して支給さ

れた援助金（以下「１５年度支給対象外額」という ）をもって，京都市。

の損害額とするのが相当である。

同様に，平成１６年度援助金の支出に関しては，平成１４年度同和奨学

金等返還初年度者及び平成１５年度同和奨学金等返還初年度者に交付され

た援助金並びに平成１６年度同和奨学金等返還初年度者に交付された援助

金（同和奨学金につき３８４万５８００円，就学奨励金につき６０４万１

３５０円）のうち，本来援助金の支給対象外とすべき借受者に対して支給

された援助金の額（以下「１６年度支給対象外額」という ）をもって京。

都市の損害額とするのが相当である。

( ) そして，改正後要綱によれば，援助金は，申請者の認定所得金額が改2

正後要綱で定める別表の基準額以下である者に対して支給されるとされて

いる（改正後要綱２条１項，乙９ 。）

京都市長が定めた「自立促進援助金支給基準 （乙１０）によると，認」

定所得金額とは，前年１年間の所得金額（ただし，給与所得者については

一定額の控除が認められる ）であり，援助金支給要件の判定に当たって。
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は，援助金支給申請者の属する世帯の中で最も認定所得金額の多い者の認

定所得金額により判定するものとする，とされている。また，母子・父子

世帯，就学者のいる世帯，障害者のいる世帯等については，一定額が特別

に控除される。

また，改正後要綱で定める別表記載の額は以下のとおりである。

別表第１ 別表第２

（高校生対象） （大学生対象）

世帯員数 基準額 基準額

１人 １４３万円 １７８万円

２人 ２２９万円 ２８２万円

３人 ２６４万円 ３２８万円

４人 ２８６万円 ３５５万円

５人 ３０７万円 ３８２万円

６人 ３２５万円 ４０２万円

７人 ３４１万円 ４２２万円

８人以上（１人増すごとに） １６万円加算 ２０万円加算

援助金の支給対象外とすべき額については，その判断基準の設定は市長

の裁量に委ねられているものとみるべきであり，その設定が明らかに制度

の趣旨を逸脱するものでない限り，違法との評価はし難いものであるとこ

ろ，本件において，認定所得金額の計算方法及び改正後要綱別表の基準額

の設定については，京都市が，親から独立した世帯につき，平均的な世帯

像を仮定し，各年齢別に所得判定を行った結果，各年齢すべてで援助金の

支給対象となる（乙１６）など，改正後要綱の所得基準が極めて緩やかで

あることはうかがわれるものの，上記事情をもって，必ずしも本件基準が

明らかに不合理であり制度の趣旨を逸脱する違法があるとまでは評価し難
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いので，以下，１５年度支給対象外額及び１６年度支給対象外額を算出す

， 。る上で 上記改正後要綱に基づく基準を前提として推計を行うこととする

( )ア 甲３２，乙４，乙５，乙７，乙２６及び弁論の全趣旨によれば，平3

成１５年度援助金及び平成１６年度援助金の支出額の内訳について，以

下のとおり認められる。

①平成１４年度援助金において，平成１４年度同和奨学金返還初年度者

に支給された援助金の額

５４４万４２００円

②平成１５年度援助金において，平成１５年度同和奨学金返還初年度者

に支給された援助金の額

８８４万９８７０円

③平成１６年度援助金において，平成１６年度同和奨学金返還初年度者

に支給された援助金の額

３８４万５８００円

④平成１４年度援助金において，平成１４年度就学奨励金返還初年度者

に支給された援助金の額

８８９万４３４０円

⑤平成１５年度援助金において，平成１５年度就学奨励金返還初年度者

に支給された援助金の額

５６４万４４７０円

⑥平成１６年度援助金において，平成１６年度就学奨励金返還初年度者

に支給された援助金の額

６０４万１３５０円

イ そして，上記①ないし③については，京都市が，同和奨学金の返還免

除に当たるか否かを算出するために，各援助金支給申請者から申告を受

けた個人情報に基づき，援助金支給申請者の属する世帯の中で最も認定
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所得金額の多い者の認定所得金額を計算し，特別控除要件に該当するこ

とが判明したものを控除して，改正後要綱で定める別表記載の額と比較

して，返還初年度において，援助金の支給対象となるか否かを試算した

結果，支給対象外となる額が算出されている（乙４，５，７，２６ 。）

すなわち，上記①については，そのうち２３３万７１０５円が，上記

②については，そのうち２９０万４３５０円が，上記③については，そ

のうち１４３万５２００円が，その年度において仮に資力審査が行われ

ていた場合に支給対象外とされた額であると推計できる。

なお，京都市は，資料から明らかには確認できないものの特別控除要

件に該当する可能性のある者を対象とした支給対象外となる額も試算し

ているが，推定の域を出ないものであり，採用しない。

ウ 次に，④ないし⑥については，就学奨励金制度は京都市独自の奨学金

制度であり，貸与された就学奨励金の返還を免除する制度もないため，

京都市において借受者の個別情報が把握されておらず，改正後要綱の基

準を直接当てはめて，本来支給対象外とされるべき額を算出することは

できない。

しかしながら，これらの者に支給された援助金についても，改正後要

綱の基準を当てはめれば，相当の割合で本来その年度において支給対象

外とされるべき額が算出されることは明らかである。

そして，同和奨学金の借受者のうち援助金の支給対象となる者は，そ

もそも返還免除の対象とならなかった一定水準以上の所得を有する者に

限定されているのに対し，就学奨励金の借受者のうち援助金の支給対象

となる者については上記のような限定が加えられていないことからすれ

ば，就学奨励金の借受者については，返還初年度の支出額に被告が争点

２についての主張カ(ウ)ｂにおいて主張する支給対象外率を乗じて算出

すべきである。
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もっとも，支給対象外率を算出する際の支給対象外額については上記

イで認定した額を用いることとし，また，平成１４年度についての支給

対象外率については，本件の証拠関係によればその直接の算定資料が存

在しないため，平成１５年度及び平成１６年度についての資料から，両

年度に同和奨学金の返還初年度者を合わせて平均的な支給対象外率を求

め，これを仮の支給対象外率として算出することとする。

そうすると，各年度の支給対象外率は，以下のとおりとなる。

平成１４年度 ２０．１％

｛ ２９０万４３５０円）＋（１４３万５２００円 ｝／｛ ５６７万６３８５円）（ ） （

＋（８８４万９８７０円）＋（３１８万６６８５円）＋（３８４万５８００円 ｝）

平成１５年度 ２０．０％

（２９０万４３５０円）／｛ ５６７万６３８５円）＋（８８４万９８７０円 ｝（ ）

平成１６年度 ２０．４％

（１４３万５２００円）／｛ ３１８万６６８５円）＋（３８４万５８００円 ｝（ ）

よって，上記④ないし⑥の支出については，それぞれの額に上記支給

対象外率を乗じることにより，上記④については，そのうち１７８万７

７６２円が，上記⑤については，そのうち１１２万８８９４円が，上記

⑥については，そのうち１２３万２４３５円が，仮にその年度に資力審

査が行われていた場合に支給対象外とされた額であると推計できる。

エ 以上のとおり，平成１４年度の援助金を支給する際に支給要件の審査

が行われていたとすれば，平成１４年度においては，平成１４年度同和

奨学金返還初年度者について２３３万７１０５円，平成１４年度就学奨

励金返還初年度者について１７８万７７６２円の合計４１２万４８６７

円が本来支給対象外となるべき額であったと推認できる。

また，平成１５年度援助金を支給する際に支給要件の審査が行われて

いたとすれば，少なくとも，平成１５年度同和奨学金返還初年度者につ
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いて２９０万４３５０円，平成１５年度就学奨励金返還初年度者につい

て１１２万８８９４円の合計４０３万３２４４円が本来支給対象外とな

るべき額であったと推認できる。

さらに，平成１６年度援助金を支給する際に支給要件の審査が行われ

ていたとすれば，平成１６年度同和奨学金返還初年度者について１４３

万５２００円，平成１６年度就学奨励金返還初年度者について１２３万

２４３５円の合計２６６万７６３５円が本来支給対象外となるべき額で

あったと推認できる。

オ そして，同和奨学金等は２０年間に渡り分割して返還される奨学金で

あり，援助金はその年度に返還を要する額が支出されるのであるから，

平成１５年度援助金及び平成１６年度援助金においても，それぞれ平成

１４年度同和奨学金返還初年度者には①と同額が，平成１４年度就学奨

励金返還初年度者には④と同額が，また，平成１６年度援助金において

も，平成１５年度同和奨学金返還初年度者には②と同額が，平成１５年

度就学奨励金返還初年度者には⑤と同額が支給されたといえる。

また，同和奨学金の返還免除審査が５年に一度判定されるとおり，あ

る程度安定的に収入を得ている世帯であれば，ある年度において所得が

支給基準を超えているとして援助金の支給対象外と判定された援助金申

請者については，翌年度も同様に援助金の支給対象外となる蓋然性が高

いといえるのであるから，民事訴訟法２４８条に基づき損害額を算定す

る上では，ある年度において一定の母集団について支給対象外とされる

べきであった金額は，次の年度において同一の母集団において支給対象

外とされるべき金額と近似するものとして扱うことは許されると解すべ

きである。

そうすると，１５年度支給対象外額は，平成１４年度の同和奨学金等

の返還初年度者について平成１５年度においても本来支給対象外となる
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べき額と推認できる４１２万４８６７円，平成１５年度の同和奨学金等

の返還初年度者について本来支給対象外となるべき額と推認できる４０

３万３２４４円の合計８１５万８１１１円であると解するべきである。

また，１６年度支給対象外額は，平成１４年度及び平成１５年度の同

和奨学金等の返還初年度者について平成１６年度においても本来支給対

象外となるべき額と推認できる上記８１５万８１１１円に平成１６年度

の同和奨学金等の返還初年度者について本来支給対象外となるべき額と

推認できる２６６万７６３５円を加えた１０８２万５７４６円であると

解すべきである。

なお，被告が主張するとおり，返還初年度において援助金の支給対象

， ，外とされた者であっても 世帯の独立や所得の変動等が生ずることから

翌年度に援助金を申請すれば支給判定の結果が異なることは一定割合で

生じ得るものではあるが，被告の試算において最多所得者と認定されて

いるものはほとんどが給与所得者であり一般的には安定した収入が見込

めること（乙５，乙７ ，上記推認の基礎となる資料は，古くとも申請）

者の２年前の所得及び世帯構成に関する資料であり未だその有用性が失

われたとまでは言い難いこと及び平成１４年度以降は本来京都市が申請

者に対して支給判定の基礎となる所得等に関する客観的な資料を提出さ

せて，その変動を把握した上で援助金の支給判定をする義務があったの

に，京都市が当該義務を怠ったため上記の所得変動が補足されていない

こと等を総合的に考慮すると，上記推計も許されるというべきである。

カ 上記判断に反する損害額の推計方法に係る原被告の主張は，いずれも

当裁判所の採用するところではないが，以下の２点につき念のため付言

する。

まず，就学奨励金にかかる援助金について本来支給されるべきでない

額の算出手法についてであるが，就学奨励金の貸付けが同和奨学金の貸
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与に係る資力要件を満たさない者に対してのみ行われるものであって

も，援助金申請時には，同和奨学金等の貸与申請から通常３年ないし７

年の期間が経過しているのであるから，就学奨励金に係る援助金申請者

の世帯の所得状況を，全員が返還免除非該当との判定を受けた者である

同和奨学金に係る援助金支給申請者の世帯の所得状況に近似するとし

て，援助金の支給対象外となる件数の割合を用いる原告の推計方法は，

これを採用することはできない。

次に，損害算定に当たっては，本来支出すべきでなかった額に住所確

認率６６．９％を乗じて，さらに支援機構回収率７７．９％を乗じて算

出すべきとする被告の主張についてであるが，本件援助金の支出は，そ

もそも，住民に対する補助金の給付として，公益上の必要性のない支出

を行ったものであるから，奨学金等の回収が可能かどうかは，本件援助

金の支出により京都市が被った損害の算定においては考慮する必要がな

いものであるため，これを採用することはできない。

( ) 以上のとおり，本件援助金の支出により京都市に生じた損害は，平成4

１５年度援助金に係る支出として８１５万８１１１円，平成１６年度援助

金に係る支出として１０８２万５７４６円の合計１８９８万３８５７円で

ある。

なお，遅延損害金は，各援助金が現に支出された日の翌日から生じるも

のと解すべきである。

３ 争点３（Ａ及びＢの責任）について

( ) Ａの責任1

前記認定のとおり，京都市は，一貫して同和奨学金等の借受者の全員を

返還初年度に，改正前要綱２条１項にいう返還困難な者と認定し，その後

は機械的に返還金相当額の援助金を支給しており，本件援助金の支給に当

たっては，本件要綱を改正して，平成１６年３月３１日以前に貸与された
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同和奨学金等の返還に係る援助金についてはすべての申請者に対して支給

することと定めて，従前の援助金支給の運用を追認した。

Ａは，普通地方公共団体である京都市の長として，その事務の全般につ

いて統轄する責任と権限を有する者であって（地方自治法１４７条 ，援）

助金についても 本来 支出決定及び支出命令を行う権限を有しており 同， ， （

法１４９条２号 ，市長の補助機関たる副市長として代決を行ったＢを指）

揮監督する権限を有し，義務を負っている（同法１５４条 。）

本件において，前示のとおり，Ａは，改正前要綱を従前どおり運用する

ことを是認するに足りる事実が失われており，京都市として，借受者から

所得証明書等を提出させるなどして，援助金の支給の可否について審査を

行う必要が明らかに生じていたことを認識し得たにもかかわらず，また，

仮に援助金の支給の可否について審査を行えば，相当数の者につき援助金

を支給する必要がないことを容易に知り得たにもかかわらず，漫然と，副

市長であるＢが，従前の運用を追認した改正後要綱の附則３条及び同４条

に基づき，本件援助金につき支出決定及び支出命令をすることを阻止する

ことなく，これに代決させたのであるから，京都市に対して，地方自治法

２４２条の２第１項４号所定の損害賠償責任を負うものと解すべきであ

る。

( ) Ｂの責任2

また，Ｂは市長の補助機関にすぎないとはいえ，前示のとおり，改正前

要綱を従前どおり運用することを是認するに足りる事実が失われており，

京都市として，借受者から所得証明書等を提出させるなどして，援助金の

支給の可否について審査を行う必要が明らかに生じていたことを認識し得

， ， ，たにもかかわらず また 仮に援助金の支給の可否について審査を行えば

相当数の者につき援助金を支給する必要がないことを容易に知り得たにも

かかわらず，漫然と，従前の運用を追認した改正後要綱の附則３条及び同
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， ， ，４条に基づき 平成１５年度援助金につき 支出決定を代決したのであり

この点について重過失があったといえるので，京都市に対して地方自治法

２４３条の２所定の賠償責任を負うといわざるを得ない。

第４ 結論

以上のとおり，原告の請求は，Ａを相手方として，１８９８万３８５７円

並びに内金８１５万８１１１円に対する平成１６年４月１日から支払済みま

で年５分の割合による遅延損害金及び内金１０８２万５７４６円に対する平

成１７年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払

を請求するよう求める部分並びにＢを相手方として，８１５万８１１１円及

びこれに対する平成１６年４月１日から支払済みまで年５分の割合による遅

延損害金を支払うよう賠償命令するよう求める部分について理由があるから

これを認容し，その余の請求は理由がないからこれを棄却し，訴訟費用につ

いて行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，６４条を適用して，主文のと

おり判決する。

京都地方裁判所第３民事部

裁判長裁判官 中 村 隆 次

裁判官 谷 口 園 恵

裁判官 向 健 志
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（ 別 紙 ）

相 手 方 目 録

１ 京都市ａ区ｂ町ｃ丁目ｄのｅ Ａ

２ 京都市ｆ区ｇ町ｈ番地のｉ Ｂ


